
はじめに

　本論は，障害者雇用において，日本には未だ

に存在しない保護雇用制度の創設の課題につい

て，労働と福祉の関係，あるいは労働における

福祉的支援の在り方から明らかにする研究の１

つである。ここでは，特例子会社制度を取り上

げる。

　特例子会社とは，大企業が子会社に障害者を

集約的に雇用し，その雇用を親会社の雇用率に

計上することができる仕組みである。したがっ
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て，民間企業による一般就労の形態をとりつつ

も，障害者が一般の職場から隔離されている

「シェルター」の性質が内包されることになる。

障害者を一般の職場から隔離された保護的な職

場で雇用する形態は「シェルタード（sheltered）・

エンプロイメント（一般に，「保護雇用」と訳さ

れる）」と呼ばれ，１９５５年に国際労働機関（以

下，「ILO」とする）の示したILO９９号勧告（身体

障害者の職業更生に関する勧告）以来，障害者

の労働権に関する国際規約で尊重されてきた。

　一方，２００６年の国連総会で採択された障害の

ある人の権利に関する条約１）（以下，「権利条

約」とする）では，「インクルーシブ（inclusive）」

という概念が提唱された。権利条約第３条で＊立命館大学大学院社会学研究科博士後期課程
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　特例子会社は，障害者雇用の促進に重要な役割を担っていると考えられるが，その機能は限定的で
ある。しかも，その制度設計は，大企業にとって著しく有利なものであり，その在り方が問われる。
このような特例子会社は，近年，急増傾向にある。同時に，雇用されている障害者数だけではなく，
全従業員数に対する障害者の比率も増加しており，その「シェルター性」の高まりが認められる。こ
れは，確かに，国連障害者権利条約の「インクルーシブ」という基本理念と矛盾するが，国際労働機
関の提唱したシェルタード・エンプロイメント（保護雇用）は，権利条約の言う「あらゆる形態の雇
用」の一種として認められる。本研究では，こうした矛盾をもつ特例子会社を，保護雇用制度として
発展させていく課題は何かという視点で実態を調査し，現代的課題を明らかにする。特例子会社は，
本来，大企業のインクルーシブな雇用促進の場であるという性格を明らかにしつつ，よりインクルー
シブな雇用に移行していくための職業リハビリテーションを中心とした保護雇用制度として発展させ
ていくべきものである。
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は，一般原則の１つとして「社会への完全かつ

効果的な参加及びインクルージョン」を定めて

おり，また，「労働及び雇用」について定めた第

２７条でも，「インクルーシブ（中略）な労働市場

及び労働環境において，障害のある人が自由に

選択し又は引き受けた労働を通じて生計を立て

る機会についての権利を含む」としている。

　権利条約の「インクルーシブ」と「シェルタ

ード」は，一見して矛盾する。実際，ILOの勧

告等で尊重されてきた「シェルタード・エンプ

ロイメント」の文言は，権利条約には見られな

い。その代替として登場した概念が「あらゆる

形態の雇用」であり，「あらゆる形態の雇用に

係るすべての事項に関し，障害に基づく差別を

禁止する」（権利条約第２７条）と定められてい

る。

　この点については，権利条約の制定過程にお

いて，一定の議論がなされている。つまり，一

般就労の困難な障害者を対象とする保護雇用を

権利条約第２７条に含めるかどうかという議論で

あり，これは「インクルーシブ」という一般原

則に反するという点で反対意見が出された。松

井（２００８）は，「こうした反対意見などに留意

し，代替雇用（引用者注：保護雇用と同義）は

明記しないものの，一般就職が困難な障害者に

ついても，（第２７条）第１項でカバーできるよ

う，妥協案として何とか合意に達したのが，

『あらゆる形態の雇用』という表現である」と

している。つまり，ILOが定めた保護雇用の条

件を十分に満たすものであれば，「シェルター

ド」であっても，「あらゆる形態の雇用」に含め

ることができると解される。したがって，特例

子会社の現状を権利条約に即して見る際には，

「シェルター性」を見ると同時に，「シェルター

ド」であった場合，保護雇用の条件を十分に満
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たしているかという点での検討が必要と言え

る。

　保護雇用の条件については，ILO９９号勧告と

ILO１６８号勧告（１９８３年障害者の職業リハビリ

テーション及び雇用に関する勧告２））を整理す

ることによって，以下の４点が挙げられる。す

なわち，①通常の競争に耐えられない障害者が

対象であること，②一般の労働法規が適用され

ること，③より開かれた労働市場への移行が促

進されること，④適当な政府援助があること，

である。

　本論では，矛盾した性格をもつ特例子会社制

度について，保護雇用制度に発展させていくた

めの課題を明らかにする方向で論ずる。具体的

には，まず特例子会社の法制度的問題点の整理

を行う。そして，その現代的課題について，独

自の実態調査を行い，先行調査の知見と合わせ

ながら，「シェルター性」の実態と上記４条件

に関する現状について整理する。その上で，第

１に，「非シェルター」としての特例子会社，つ

まり，インクルーシブであることを確保するた

めの課題を検討する。第２に，保護雇用として

の特例子会社，つまり，保護雇用４条件を満た

すための課題を検討する。

Ⅰ　特例子会社の法制度的問題

１．特例子会社の法的根拠

　特例子会社の法的根拠は，障害者の雇用の促

進等に関する法律（以下，「雇用促進法」とす

る）にある。現行の雇用促進法は第３章で「雇

用義務等に基づく雇用の促進等」を定めてお

り，「すべて事業主は，（中略）社会連帯の理念

に基づき，適当な雇用の場を与える共同の責務

であって，進んで身体障害者又は知的障害者の



雇入れに努めなければならない」（第３７条）と

している。そして，法定雇用率３）という所定の

割合の障害者を雇用することが求められ，雇用

できない場合は，不足数に応じた雇用納付金の

支払いが必要となる制度である。このような規

定の一部に特例子会社制度が位置付けられてい

る。

　具体的には，第４４条第１項に「特定の株式会

社と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事

業主で，当該事業主及び当該株式会社（以下

「子会社」という。）の申請に基づいて当該子会

社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生

労働大臣の認定を受けたものに係る前条第１項

及び第７項の規定（引用者注：法定雇用率に基

づく障害者の雇用とその報告義務をさす）の適

用については，当該子会社が雇用する労働者は

当該親事業主のみが雇用する労働者と，当該子

会社の事業所は当該親事業主の事業所とみな

す」と規定されている。つまり，法令で定めら

れた要件を満たした子会社が雇用する労働者

は，親会社の雇用する労働者とみなすというこ

とであり，子会社で障害者を雇用していれば，

親会社で雇用したこととして雇用率に参入でき

るということである。この特例による子会社が

特例子会社である。

２．特例子会社制度導入の経過

　特例子会社制度が導入されたのは１９８７年の雇

用促進法改定時である。この改定は，身体障害

者雇用促進法の対象に精神薄弱者４）を加えるこ

と，そして職業リハビリテーションの強化を行

ったものであり，法律名の変更を伴う大規模改

定であった。ただし，この大規模改定の過程

で，特例子会社制度の導入の根拠となる議論を

見出すことがほとんどできない。この改定は，
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１９８６年の身体障害者雇用審議会による意見書が

その基調となっているが５），この中には「一般

雇用に就くことが困難な重度の障害者について

多様な就労の機会を提供するシステムの開発」

という文言が見られるだけである。そして，こ

の文言が法案として具現化する過程で，なぜ，

特例子会社という形態に到達したのかというこ

とを明らかにできる資料は管見の限り存在しな

い６）。元労働省職業安定局長である若林（１９９３）

が，当時の改定の経過を詳細にまとめている

が，特例子会社制度については導入の事実のみ

が書かれており，その議論の経過には一切言及

していない。山田（１９９２）が，「当時，国会は売

上税問題で紛糾しており，十分な討論が行われ

る時間はなかった」と述べていることからも，

少なくとも国会での十分な議論を経ずに導入さ

れたということがわかる。

　上述の各資料を整理すると，当時は，身体障

害者のみに行っていた障害者雇用促進政策を精

神薄弱者にも拡大することが要請されており，

これに伴う法定雇用率の引き上げ７）が想定され

ていた。しかし，実際に法定雇用率を達成して

いる企業は少なく８），企業規模が大きければ大

きいほど，雇用納付金の負担が増えることが予

想されたと見られる。１９８７年５月１５日の衆議院

社会労働委員会で永井孝信議員が「いろいろ調

査をしてみますと，雇用率を達成している企業

は全企業数の４０％程度だ，こう言われたことも

ありました。しかし，これは極めて中小零細企

業に多いのであって，むしろ大企業ほど実は雇

用率の達成に熱心ではないのですね」と発言し

ており，大企業の，雇用納付金の負担を軽減さ

せるための何らかの手立てが必要とされたこと

は明らかである。さらに，雇用促進法には，

「重度障害者である労働者を多数雇用する事業



所」は助成金を多く受け取れる規定がある。こ

れらを総合的に勘案すると，重度障害者を多数

雇用するための事業所を子会社として設置し，

その雇用数を親会社の雇用数に参入することが

できれば，大企業は，雇用納付金の支払いから

逃れられ，また多額の助成金を得ることができ

るという二重の利益を得ることになる。つま

り，大企業が障害者雇用の責任を果たしている

という名目を保ちながら，結果的には得をする

仕組みなのである。したがって，特例子会社制

度の設置の背景として，大企業の思惑が強く影

響していたものと推測できる。

３．特例子会社の現状

　近年，特例子会社は急増している。厚生労働

省（２００９）によると，２００１年には１１５社であった

特例子会社は，８年間で約２.３倍になり，２００９年

には２６５社まで増加している。つまり，年間平

均で１８.８社増えていることになる。この８年前

の１９９３年時点の特例子会社数９）は５１社であり，

１９９３～２００１年の年間平均増加数は８.０社という

ことになり，近年の増加が非常に顕著であるこ

とを示している。

　また，そこで働く障害者数も，２００１年の３,０６９

人から，約２.８倍になり，２００９年には８,６３５人と

なっている。また，この資料をもとに特例子会

社で働く障害者数を特例子会社数で除し，一社

あたりの障害者数を算出すると，２００１年の２６.７

人／社から８年間で約２.２割増しになり，２００９

年には３２.６人／社となっている。

　上述の特例子会社数の増加の推移と，この一

社あたりの障害者数の増加の推移をグラフにま

とめると図１のようになり，前者は２００３年を境

に，後者も２００５年を境に増加率が急激に高くな

っていることがわかる。
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　これは，２００２年１０月に施行された雇用促進法

の改定によって，特例子会社の制度の一部が変

更されたことによるものと考えられる。この改

定を厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課

（２００２，pp.４０-４１）は，「特例子会社の認定要件

の緩和」と「企業グループでの障害者雇用率制

度の適用」と説明している。いずれも，大企業

が特例子会社をより設立しやすくすることを目

的とした改定と言え，大企業を利するための特

例子会社という性質が強化されたものと考えら

れる。

　親会社１０）とは離れた別の職場で多くの障害

者が雇用され，なおかつ，その職場で働く人の

ほとんどが障害者であるという状況が特例子会

社にあるとしたら，それは，障害者権利条約の

求める「インクルージョン」の原則に反するこ

とになる。そして，一社あたりの障害者数の増

加は，この問題の深刻化を意味する。

　一方で，特例子会社は障害者の雇用促進に対

して重要な役割を担っているという考え方は根

強い。例えば秦（２００３，p.２２）は「一人でも多

くの障がい者，特にこれまで働く場を得ること

ができなかった障がい者に，働く場を提供し，

収入を得，自立していくことを可能にしていく

ことを可能にする特例子会社こそ，今，日本に

図１　特例子会社数と一社あたりの障害者数の推移
（２００９厚労資料をもとに作成）



早急に求められる在り方と考えられます」とし

ており，特例子会社の価値を強調している。し

かし，厚生労働省（２０１０）の集計結果をもとに，

ダブルカウントや０.５カウントを排除した１１）実

際の雇用人数を見ると，民間企業に雇用されて

いる障害者の数は２５５,９６２人，うち特例子会社

に雇用されている障害者の数は９,５６１人である。

つまり，特例を受けた大企業による特例子会社

での雇用は，全体のわずか３.７％にすぎないの

である。

　以上をふまえると，特例子会社は，その存在

意義から問われるべきものである。権利条約の

批准の手続きが進められようとしている現在，

この新たな国際基準に沿って，特例子会社の現

状を確認し，今後の在り方を検討することが必

要であろう。以下，いくつかの先行調査の結果

と，筆者の行った実態調査から特例子会社の現

状を明らかにした上で，権利条約の視点から，

特例子会社の現代的課題を明らかにしていく。

Ⅱ　調査の方法

１．調査の目的と内容

　１９８７年の雇用促進法（この改定前までは「身

体障害者雇用促進法」）の改定で特例子会社制

度が成立してから１０年が経過し，特例子会社数

も１００社に達しようとしていたころ，最初に調

査を行ったのは経営者団体であった。１９９７年１０

月，日本経営者団体連盟１２）が労務法制部内に

「障害者雇用相談室」を開設した。ここが主体

となり，１９９８年３月に「特例子会社の経営に関

するアンケート調査」（日本経営者団体連盟，

１９９８）を，１９９９年２月に「特例子会社の労働条

件に関するアンケート調査」（日本経営者団体

連盟，１９９９。以下，引用時には「１９９９日経連調
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査」とする）を実施している。いずれも，経営

者の視点から行われた初期の調査である。特に

後者は，８２社を対象に行われ，その７９.３％にあ

たる６５社が回答しており，信頼性も高い。

　学術的な調査研究として公表されているもの

としては，島田・三宅が２００６年７月に特例子会

社１９４社を対象に行い，７２社（３７.１％）から回答

を得たアンケート調査（島田・三宅，２００７），山

田が２００７年４月に特例子会社２０３社を対象に行

い，８１社（３９.９％）から回答を得たアンケート

調査（山田，２００８;山田，２００９）が挙げられる。

ほぼ同時期に行われた調査であるが，山田の調

査（以下，引用時には「２００７山田調査」とする）

の方がより詳細な結果が公表されている。

　また，独立行政法人高齢・障害者雇用支援機

構１３）は，２００８年９月，社団法人全国重度障害者

雇用事業所協会に委託し，特例子会社２４２社へ

のアンケート調査（以下，引用時には「２００８独

法調査」とする）を行った（独立行政法人高

齢・障 害 者 雇 用 支 援 機 構，２００９）。１３４社

（５５.４％）から回答を得ており，信頼性の高い調

査と言える。また，従業員の障害の有無や障害

種別については，５年前の状況を合わせて聞い

ており，それらの推移を見ることができる（な

お，同調査による５年前の状況を引用する際

は，便宜上「２００３独法調査」と表記する）。

　所管官庁である厚生労働省も，適宜，統計資

料を公表している。冒頭で引用した厚生労働省

（２００９）は，同省ホームページで公開されてい

る「『特例子会社』制度の概要」によるもので，

２００１年から２００９年までの，障害者雇用状況の集

計結果（各年６月１日のデータに基づく）を元

にした年次推移がまとめられている（以下，引

用時には「２００９厚労資料」とする）。また，毎年

の障害者雇用状況の集計結果においても特例子



会社のデータが一部整理されており，２０１０年６

月１日現在のものが最新版として公開されてい

る（厚生労働省，２０１０。以下，引用時には

「２０１０厚労統計」とする）。

　以上に示した先行調査は，当時の雇用状況や

公的支援の実態等を確認することはできるが，

いずれも，特例子会社の制度上の矛盾に関する

課題意識のもとに調査されたものではない。例

えば，後述するように，特例子会社のシェルタ

ー性やインクルージョンに着目した調査項目は

ない。したがって，特例子会社制度の在り方を

論じる先行調査研究にはなりえない。以上をふ

まえ，本調査では，最新の実態を明らかにする

とともに，障害者権利条約の批准という現在の

課題を念頭に置き，「インクルーシブ」の視点

や保護雇用の４条件に関する質問を組み込むこ

ととした。

２．調査方法

　郵送方式による質問紙調査を行った。調査対

象は，厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用

対策部障害者雇用対策課より本調査にためにご

提供いただいた２０１０年１０月末日現在の特例子会

社所在地一覧に記載されている全特例子会社

（２８７社）である。調査は，２０１１年２月中旬から

３月上旬にかけて行い，調査基準日は２０１１年２

月１日とした。有効回答数は９５件であり，回収

率は３３.１％であった１４）。先行調査と比較するた

め，この筆者独自の調査を「２０１１本調査」と記

述した。

　本調査では，「シェルター性」や保護雇用４

条件に関して，実態を問うとともに，回答者の

意識調査も同時に行った。回答者は「特例子会

社全体の現状を把握している管理職あるいは総

務部門の責任者の方」にお願いした。
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Ⅲ　調査結果

１．「シェルター性」の実態

　図２は２００９厚労資料による特例子会社で働く

障害者数の推移と，その中に占める重度障害者

の比率を示したものである。先に図１で示した

ように，特例子会社数の増加と一社あたりの障

害者数の増加により，相乗的に特例子会社で働

く障害者数が増加している。

　また，図３は，２００３年独法調査，２００８独法調

査，２０１１本調査から，特例子会社の健常者・障

害者比率の推移を示したものである。一社あた

りの障害者数の増加とともに，全体の障害者比

率が高まっている，つまり相対的に健常者の比

率が下がっている。

図３　特例子会社労働者の健常者・障害者比率の推移

図２　特例子会社で働く障害者数と重度者比率の推移
（２００９厚労資料をもとに作成）



　この点に関する回答者の意識を尋ねると，い

ずれの実態も，各特例子会社の中ではほとんど

意識されていない。「障害者数が多くなりすぎ

ている」という質問（n＝９５）に対しては，そう

思う１.１％，ややそう思う１６.８％，あまりそう思

わない４６.３％，そう思わない３５.８％という結果

であり，８割以上が障害者数が多くなりすぎて

いるとは考えていない。また，「障害者比率が

高くなりすぎている」という質問（n＝９５）に

対しては，そう思う１.１％，ややそう思う１６.８％，

あまりそう思わない４７.４％，そう思わない

３４.７％という結果であり，８割以上が障害者比

率が高くなりすぎているとは考えていない。

　この結果をふまえると，障害者数や障害者比

率の変化は，個々の特例子会社が変化している

のではなく，新設された特例子会社に，障害者

数が多く，障害者比率の高い傾向があるという

ことを推定させる。この点について，特例子会

社として承認されてからの年数と関係する各指

標との相関を算出した（表１）。その結果，会

社の新しさと障害者数や従業員総数との間には

相関関係は見られなかったが，古くからある特

例子会社ほど健常者の数が多く，新しい特例子

会社ほど健常者の比率が高い傾向が見られる。

つまり，近年新設された特例子会社は，障害者

比率が高いこと，そして，総従業員数には大き
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な変動がないので必然的に健常者が少ないこと

が多いことになる。

　特例子会社は，労働省（当時）の告示１５）によ

り，従業員の２０％以上が障害者である必要があ

る。しかし，図３を改めて見ると，２００３年の段

階ですでに５０％を超えており，現在は６０％も超

えている。２０１１本調査より設立年度別に精査す

ると，１９９８年が障害者比率急増傾向に向かう大

きな分岐点であったことがわかる。１９９８年は，

法定雇用率が１.６％から１.８％に引き上げられた

年である。１９９８年以降に新設された特例子会社

のみ（n＝５６）を見ると，実に８２.１％で障害者比

率が５０％を超えている。また，７０％を超えてい

る特例子会社も５９.０％に及ぶ。

　つまり，１９９８年の法定雇用率の上昇を契機

に，障害者比率の高い，すなわち「シェルター

性」の強い特例子会社が新設される傾向にな

り，２００２年の認定要件の緩和や関係会社特例制

度の導入を契機に，「シェルター性」のより強

い特例子会社が多く新設されるようになったと

いうことになる。障害者比率が何％以上であれ

ば「シェルター」で，何％以下であれば「イン

クルーシブ」という明確な基準は存在しない。

しかし，少なくとも，特例子会社のシェルター

化が進んでいることは確かである。

　以下の各項では，特例子会社が「シェルター

性」を強くもつものととらえ，「はじめに」で述

べた国際的に認定されたシェルタード・エンプ

ロイメント（保護雇用）の４つの条件との整合

性を検討する。

２．対象者の実態

　保護雇用の条件を満たす対象者は「通常の競

争に耐えられない障害者」（ILO９９号勧告・Ⅷ-

３２（１））である。これを「重度障害者」と考え

表１　承認からの年数との相関関係

承認からの年数との相関係数

－.０４１　　障害者数

　.３７１＊＊健常者数

　.０７１　　社員総数

－.３０５＊＊障害者比率

　.５１７＊＊重度者比率

＊＊：p<.０１



るものとした。特例子会社の認定要件には，雇

用する障害者のうち３０％以上が重度者であると

する規定１６）が存在する。

　先に見た図２では，特例子会社で働く障害者

数と反比例するかのように重度障害者の比率が

減少していることがわかる。２００１年に６９.１％で

あった重度障害者の構成比は，２００９年には

５４.１％になる。しかし一社あたりの重度障害者

数の平均を算出すると，２００１年が１８.５人である

のに対し，２００９年は１７.６人であり，ほぼ変動し

ていない。すでに見たように，特例子会社の平

均従業員数には変動がほとんどないことをふま

えると，重度以外の障害者の増加によって障害

者比率の増加が起こっていることになる。実際

に，２０１１本調査において，承認からの年数と重

度者の比率の相関係数を見ると．５１７（１％水

準で有意）であり，重度障害者率の低い特例子

会社が増えている傾向が見られる。

　なお，重度障害者率の低下には，雇用される

障害種別の変化という要因も考えられる。つま

り，かつて特例子会社で働く障害者の多くは車

椅子利用の身体障害者であり，重度障害者であ

った。一方，近年は，知的障害者や精神障害者
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の雇用が進められているが，知的障害者の多く

は重度以外であり，精神障害者は重度・軽度の

分類はされてないためにすべて重度以外とされ

る。具体的には，２００３独法調査で１９.２％であっ

た重度の身体障害者の構成比が２０１１本調査にお

いて１６.９％まで減少している。同時に，重度以

外の知的障害者は９.５％から１５.２％に，精神障害

者は０.３％から５.０％に増加している。したがっ

て，この点をふまえても，特例子会社で働く障

害者の「軽度化」が起こっていることは確かで

ある。すなわち，「通常の競争に耐えられない

障害者を対象としている」という保護雇用の条

件とは反する方向に推移している。

３．一般の労働法規の適用

　特例子会社は，雇用率の算定において子会社

で雇用した障害者を親会社の雇用率に算入でき

るという点での「特例」である。それ以外は，

原則として，一般の民間企業と変わりなく，一

般の労働法規が適用される。

　しかし，障害者雇用においては１つだけ例外

が存在する。それは，最低賃金に相当する生産

性を確保できない障害者を雇用した場合に申

図４　最低賃金減額特例制度に対する特例子会社の方針（n＝８３；複数回答）



請・認可される最低賃金減額特例制度である。

したがって，この制度を特例子会社が利用して

いるか否かを見ることによって，特例子会社で

一般の労働法規を完全適用しているかどうかを

判断することができる。

　回答のあった８８社中，障害のある従業員全員

に最低賃金減額特例制度を利用している特例子

会社は皆無であった。また，一部の従業員に利

用している特例子会社が２.３％であり，他の

９７.７％はこの制度を利用していない。

　また，この点に関する会社の方針を尋ねたと

ころ図４の結果になり，「最低賃金減額特例制

度があることは知っているが，特例子会社では

利用するべきではない」という回答，そして，

「最低賃金減額特例制度があることは知ってい

るが，対象者はいない」という回答が４割を超

え，他の選択肢を圧倒した。「最低賃金減額特

例制度が利用できることを知らなかった」とい

う回答も７.２％あったが，ほとんどが，この例外

規定を認識した上で利用していないことがわか

る。

　以上から，「一般の労働法規が適用されてい

る」という保護雇用の条件は，ほとんどの特例

子会社において満たされている。

４．より開かれた職場への移行

　調査では，過去３年間に特例子会社外への異

動のあった障害者の数を尋ねた。結果は，図５

の通りであり，選択肢のうち「より開かれた職

場」に該当する「親会社への異動」「他の民間企

業に転職」「公務員に転職」の３つを合わせて

３年間で３３名である。回答のあった特例子会社

の全障害者数は３,０７７人であるので年に１１名，

０.４％にすぎない。

　この結果からは，特例子会社が終身雇用の場
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となり，より開かれた職場への移行がされてい

ないということになる。実際に，この点に関す

る会社の方針を尋ねた質問（n＝９３）では，

６４.５％が「原則として終身雇用である」と答え

ている。一方で，回答者の意識として「一般の

職場へのステップアップをめざす場となる」か

どうかを尋ねた質問では（n＝９３）では，そう

思う１５.２％，ややそう思う２５.０％，あまりそう

思わない３７.０％，そう思わない２２.８％という結

果である。

　つまり，現場にいる回答者の意識としては，

特例子会社はより開かれた職場へのステップア

ップができる場と考えている人も４割を超える

が，会社の方針としては終身雇用の場とみなさ

れていることが多く，結果的には，より開かれ

た職場への移行が極めて限定的となっている。

したがって，「より開かれた職場への移行が促

進される」という保護雇用の条件は満たされて

いない。

５．適切な公的支援

　特例子会社への公的支援の方法として，まず

自治体が出資を行い経営参加する第３セクター

方式が考えられる。１９９９日経連調査では２８.２％

が第３セクター方式の特例子会社であった。し

かし，２００７山田調査では１７.２％，本調査では

１３.８％まで減少している。これは絶対数の減少

図５　より開かれた職場への移行の実態（n＝７９）



ではなく，特例子会社数が増加したことによる

比率の減少である。実際に，第３セクター方式

の特例子会社は新設されていない。厚生労働省

職業安定局障害者雇用対策課（２００２，pp.３８-３９）

によると，１９９６年までに２５社の第３セクター方

式の設立が確認できるが，それ以降の新設は管

見の限りない。

　次に，自治体が官公需の発注を特例子会社に

対し優先的に行う方法での公的支援が考えられ

る。２００８独法調査と２０１１本調査における官公需

の受注状況の比較を図６に示した。官公需の受

注をしている特例子会社比率は若干増加してい

るものの，それ以上に受注希望をしたものの受

注できなかった特例子会社の比率が増加してい

る。

　以上の地方自治体による支援に関する意識を

尋ねると，「自治体等にスポンサーになってほ

しい」という質問（n＝９５）に対しては，そう思

う７.４％，ややそう思う２９.５％，あまりそう思わ

ない３３.７％，そう思わない２９.５％という結果で

あり，否定的な意識が過半数である。また，

「官公需優先発注制度が必要」という質問（n＝

９４）に対しては，そう思う３９.４％，ややそう思

う２０.２％，あまりそう思わない２７.７％，そう思

わない１２.８％という結果であり，肯定的な意識

立命館産業社会論集（第４７巻第４号）132

がほぼ６割である。

　さらに，国レベルでの支援に関する意識を尋

ねると，「税制優遇措置の充実が必要」という

質問（n＝９５）に対しては，そう思う７５.８％，や

やそう思う１３.７％，あまりそう思わない９.５％，

そう思わない１.１％という結果である。「公費に

よる助成金の拡大が必要」という質問（n＝９４）

に対しては，そう思う７０.２％，ややそう思う

１８.１％，あまりそう思わない７.４％，そう思わな

い４.３％という結果である。そして，「賃金を公

費で補填する制度が必要」という質問（n＝９４）

に対しては，そう思う３７.２％，ややそう思う

２７.７％，あまりそう思わない２７.７％，そう思わ

ない７.４％という結果である。これらは，いず

れも，積極的な意識が多数を占めている。

　つまり，第３セクター方式という経営が干渉

されるおそれのある方法はほとんど望んでいな

い一方で，官公需の優先発注，税制優遇，助成

金の拡大，賃金補填といった，金銭的な支援は

強く求めている。すなわち，特例子会社の意識

として，より多くの金銭上の公的支援を求めて

いることは確かである。しかし，公的な性格を

強くする第３セクター方式は望んでいない。さ

らに，本章第３節で見たように，特例子会社は

最低賃金を保障できるだけの経営状態にあり，

親会社の障害者雇用率の算定における優遇もさ

れており，さらにその親会社は大企業であるこ

とを考えると，より多くの金銭的な公的支援が

「適切」であるかは検討の課題となる。

　以上から，保護雇用の条件である「適切な公

的支援の保障」という意味では，特例子会社の

公的性格の認識として不十分であり，かつ，そ

の「適切な保障」の内容についてはより精査す

ることが必要である。

図６　官公需の受注状況



６．小括

　以上の調査結果から，特例子会社のシェルタ

ー性は高まる傾向にあるものの，シェルター

ド・エンプロイメント（保護雇用）の諸条件は

総じて満たされていないと言える。

　具体的には，ほぼ満たされていると言える条

件は，「一般の労働法規が適用されること」の

みと言ってよい。「通常の競争に耐えられない

障害者が対象であること」という条件について

は，満たさない方向へ推移している。「より開

かれた労働市場への移行が促進されること」と

いう条件については，まったく満たされていな

い。そして，「適当な政府援助」についてもそ

の内容に議論の余地があるものの，十分でない

ことは確かである。

　今後の特例子会社を考える上では，国際的基

準に沿った在り方が検討されなければならな

い。その方向性を検討するにあたっては２つの

視点がある。１つは権利条約の示す「インクル

ーシブ」の要請に応えることである。そして，

もう１つは，権利条約の制定論議の中で「あら

ゆる形態の雇用」の一種として認定された保護

雇用に位置付ける方策の検討である。本調査結

果からは，いずれの点についても，大きな課題

が残されており，これについて考察していく。

Ⅲ　考察

１．特例子会社制度の方向性

　特例子会社は，そもそも子会社をもつことの

できるほどの大企業における障害者雇用促進制

度であり，「インクルーシブ」な性格をもつべ

きものであった。しかし，法定雇用率の上昇改

定等に応えきれない大企業が多くある中，障害

者を多数雇用している子会社をもつことで，
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「特例」として，障害者雇用率の上昇改定に応

えやすいようにしたものである。

　したがって，本来，「特例」を利用せずに雇用

率を充足すべきであり，それができないために

「特例」を利用する際は，「臨時的な構造」に留

めるべきものである。大企業が，障害者を，特

例子会社を経て，より開かれた大企業で働ける

ようにするべきものと言える。しかし現実に

は，大企業による特例子会社が増加したにも関

わらず，特例子会社からより開かれた大企業等

へ移行した人がほとんどいないという事実があ

る。要するに，インクルーシブな雇用が目指さ

れなくてはならない中で，特例子会社が大企業

の雇用率確保のための「シェルター」として固

定されてきているのである。

　したがって，この方向を是正するためには，

特例子会社自体もインクルーシブな性格をもつ

と同時に，「あらゆる形態の雇用」として認め

うる保護雇用へと発展させる課題を明確にする

ことが必要である。

２．「インクルーシブ」な特例子会社

　第１の課題は，特例子会社が「インクルーシ

ブ」な方向に進むことである。調査結果から

は，これとは反対の方向に進んでいることが明

らかになったが，この傾向に歯止めをかけるこ

とが必要である。

　具体的には，特例子会社がインクルーシブな

就労の場であるために，障害者比率を制御して

いくことが必要である。障害者への配慮をしや

すい場であるためにはある程度まとまった数の

障害者が就労していることには合理性がある。

したがって，現在の障害者比率２０％という下限

規定は維持されるべきものと考えられる。しか

し，同時に，「健常者とともに働く場」であるた



めには，障害者比率の上限規定を設けることが

必要と言える。この方法で，特例子会社そのも

ののインクルーシブ性を確保することが，まず

必要である。

　そもそも，特例子会社は，大企業の社会的責

任として障害者が働きやすい職場を設置するた

めの制度であればよい。したがって，特例子会

社で雇用した労働者を親会社での雇用とみなし

て雇用率に算定する必要性は本来的には存在し

ない。つまり，大企業である親会社は一企業と

して，独自に法定雇用率の達成を目指すべきで

ある。親会社自体に障害者雇用を行う必要が生

じた場合に，特例子会社で労働経験を重ね，労

働能力を向上し，より開かれた職場で働くこと

が可能になった障害者の親会社への異動が促進

されるべきであろう。

　換言すると，特例子会社が職業リハビリテー

ションの機能を有することになる。特例子会社

制度が導入された１９８７年の障害者雇用促進法改

定の主なねらいの１つは職業リハビリテーショ

ンの強化であった。冒頭で特例子会社制度の導

入の過程においては十分な議論がなされていな

いことを指摘したが，重度障害者の多様な雇用

形態システムであると同時に職業リハビリテー

ションの機能をもつことが推奨されるべきであ

ったと言える。つまり，障害者への手厚い配慮

がされ，かつ，インクルーシブな特例子会社で

職業能力を向上させ，より開かれた就労環境で

ある親会社への異動が促進されるようなシステ

ムこそが，インクルーシブを求めた権利条約に

合致した特例子会社制度の在り方と言える。

３．保護雇用としての特例子会社

　職業リハビリテーション機能をもつと同時

に，保護雇用として位置づくことが第２の課題
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である。保護雇用は，「インクルーシブ」とい

う権利条約の基本理念に矛盾するおそれがあっ

たことから，極めて慎重な議論が行われ，「あ

らゆる形態の雇用」に位置づいたものである。

したがって，保護雇用として存在するために

は，その条件を相当な程度で満たしていくこと

が必要である。

　この条件の１つである「より開かれた職場へ

の移行」については前項で述べたことに加え，

保護雇用の条件としての検討も必要である。ま

た，「通常の競争に耐えられない障害者が対象

であること」という条件に逆行する流れに歯止

めをかけるという課題とともに，「適切な公的

支援」の内容の検討も欠かせない。以下，検討

する。

　「より開かれた職場への移行」について，前

述の通り，特例子会社での就労により労働能力

が向上し，通常の職場でも労働可能になった者

については，親会社での雇用に切り替えること

を原則とすることが求められよう。厳密に言え

ば，親会社と特例子会社は別法人であり，人事

異動をし合う関係ではない。しかし，親会社・

子会社間，あるいはグループ企業間の異動（転

籍）は多くの企業グループで行われていること

である。そして，そもそも，親会社と特例子会

社の間の「人的関係が緊密であること」（雇用

促進法第４４条第１項第一号）は特例子会社の要

件であり，特例子会社の社員が，親会社に転籍

することは法律上の問題もなく，むしろ積極的

に行われるべきである。

　「通常の競争に耐えられない障害者が対象で

あること」に逆行する流れを考える際には，特

例子会社に特例を認めたそもそもの意義が重度

障害者の雇用促進にあることを思い起こすこと

が重要である。これをふまえると，「重度者比



率３０％以上」の規程は少なくとも維持され，場

合によってはもっと高い基準にする必要があ

る。ただし，法定雇用率の算出においてダブル

カウントとなる重度者を多く雇うことは「実雇

用率」という名目上の数値を上げることはでき

ても，実際の雇用人数を減少させる。保護雇用

としての特例子会社が，現行制度のように法定

雇用率算出上の優遇を親会社に与えるのであれ

ば，ダブルカウント制度は二重の優遇となり，

特例子会社を設置できない規模の企業に対し平

等性を欠く。したがって，例えば，特例子会社

に限っては「特例」の「代償」としてダブルカ

ウント制度を行わないこととし，その上で重度

者比率に関する下限規定をおく，などの対策が

要請される。

　なお，福祉における障害程度は必ずしも労働

能力の程度と一致しない。さらに，障害種別に

より，「重度」「重度以外」による労働能力には

差異がある。重度知的障害者と重度身体障害者

では，同じ重度障害者でも労働能力の見方は大

きく異なる。１９８４年に発足し，１９８７年の雇用促

進法改定に大きな影響を与えた「精神薄弱者雇

用対策研究会」が１９８５年に提出した「今後の精

神薄弱者雇用対策の在り方」においても，精神

薄弱者独自の雇用率を設定する方法と，現行制

度のように１つの雇用率に全障害を含める方法

の両論が併記されている。こういった議論をふ

まえると，少なくとも特例子会社には障害の種

別と重度か否かに応じた「割り当て」を課すと

いう方策も考えられるが，これについては本稿

で論じられる範囲を超えるため，今後の検討課

題としたい。

　「適切な公的支援」については，特例子会社

が保護雇用である限りは，各種助成金の充実や

税制優遇等がある程度は行われるべきであろ
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う。親会社からの受注のみで経営を成り立たせ

ている特例子会社以外の場合，つまり，何らか

の独自事業や独自の受注生産を行うことが必要

な特例子会社においては，官公需の優先発注等

が要望されることには必然性がある。しかし，

官公需の優先発注等が必要という点では，他の

障害者福祉サービス事業所等も同様である。そ

して，障害福祉サービス事業所には，利用希望

に対する「応諾義務」や公的補助金の使途制限

等の「公的性格」がある。したがって，少なく

とも大企業の子会社である特例子会社が，第３

セクターでないにも関わらず，他の社会福祉事

業者よりも優先されるということが「適切な公

的な支援」とは考えられない。また，特例子会

社への「公的性格」の規制も検討されなければ

ならない。

　もう１つ，検討されるべきは，「適切な公的

支援」として，賃金補填制度がある。遠山

（２００１）は，世界の障害者雇用施策を整理した

際に，日本には「他国の保護雇用に見られるよ

うな政府による恒常的な助成や賃金補助もな

い」ことを指摘し，「日本においては，保護雇用

は施策として未成熟」と評価している。調査結

果では，「一般の労働法規の適用」については

十分に保護雇用の条件を満たしていると指摘し

た。しかし，唯一の例外規定である最低賃金減

額特例制度の廃止がなくては，この条件が満た

され続ける保障はない。現状として，この制度

を活用している特例子会社はほとんどないもの

の，景気低迷の中での重度障害者の雇用増の中

では避けられない課題となる可能性は高い。今

後の検討課題とするが，国費による賃金補填制

度は慎重に検討されるべきである。



おわりに

　ここ数年は，権利条約の批准を見通さなけれ

ばならない。さらに，障害者制度の転換期でも

あり，特例子会社という存在そのものに矛盾が

ある制度の在り方が，国際基準にのっとり，障

害者の労働権を保障するための場へと発展して

いくことが問われている。

　本論では，インクルーシブな就労の場として

の性格を基本においた，臨時的な保護雇用の場

として発展するべきという方向性を示した。

「特例子会社の急増傾向」という現在の事実を

ふまえると，この課題は喫緊に検討されるべき

である。

　なお，日本においては，障害者自立支援法に

基づく就労継続支援事業（A型）が保護雇用制

度に極めて近い性質をもっている。同事業と特

例子会社の総合的な検討で，日本における保護

雇用制度創設の課題が明確にされると考える。

この点を，次の研究課題としたい。

付記
　本研究は，立命館大学産業社会学会２０１１年度調査
研究Ⅰ「障害者の就労保障制度の概念転換に関する
研究（３）」（代表　峰島厚）の助成研究である。

注
１） 本論で用いるこの条約の日本語訳は，すべて
２００８年５月３０日付け川島聡＝長瀬修仮訳による
ものである。

２） ILO１５９号条約（障害者の職業リハビリテー
ション及び雇用に関する条約）と同時に出され
た勧告である。なお，日本は同条約を１９９２年に
批准している。

３） 民間企業の場合，現在の法定雇用率は１.８％
である。同様の制度をもつ諸外国よりも低い水
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準におさえられている上に，達成企業は２０１０年
現在４７.０％と半数以下である。

４） １９９８年に制定された「精神薄弱の用語の整理
のための関係法律の一部改正法」により，「精
神薄弱」という用語はすべて「知的障害」に置
き換えられた。ここでは，当時の用語にしたが
って記述している。

５） 山田（１９９２）によると，「労働省は，１９８６年７
月に労働大臣に対し提出されていた身体障害者
雇用審議会の意見書をもとに，改正法案の作成
作業を進めていった」ということである。

６） この改定法成立に至る過程で行われた国会の
委員会及び本会議の議事録の中にも特例子会社
に関する議論を見つけることはできない。

７） 当時の民間企業の法定雇用率は１.５％であっ
たが，実際に１９８７年の雇用促進法改定を受け，
１９８８年から０.１ポイント引き上げられ，１.６％と
された。

８） 手塚（２０００，p.１６２）によると，１９８６年６月１
日時点で，法定雇用率１.５％に対し，民間企業の
雇用率は１.２６％に留まっており，雇用率未達成
企業が４６.２％となっている。

９） 厚生労働省（２００９）のデータが各年６月１日
時点の事実に基づいていたため，厚生労働省職
業安定局障害者雇用対策課（２００２，pp.３８-３９）
をもとに，１９９３年６月１日までに承認された特
例子会社数を数えた。

１０） ２００２年の法改定以降は関係会社（グループ企
業）も含まれるが，本論ではすべて「親会社」
と表記する

１１） 障害者雇用率の計算では，週３０時間以上勤務
する重度障害者１名を２名としてカウントす
る。また，週２０時間以上３０時間未満勤務する重
度以外の障害者１名を０.５名としてカウントす
る。厚生労働省の統計では，このカウントに基
づいた名目上の値を「実雇用率」と呼んでいる
が，ここでは正確な実態を表すために，このカ
ウント方法を排除した。

１２） ２００２年に社団法人日本経済団体連合会（経団
連）に統合された。ここでは，当時の名称に従
い「日経連」と表記する

１３） 雇用促進法に関係する実務は，厚生労働大臣



から，外郭団体へと委託されている。具体的に
は，独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が
その任を負っており，同機構が公的研究として
必要な調査を行っている。

１４） この調査結果をまとめた「特例子会社全国調
査報告書」は２０１２年３月発行予定である。

１５） 雇用促進法第４４条第１項第二号で「当該子会
社が雇用する身体障害者又は知的障害者である
労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する
労働者の総数に対する割合が，それぞれ，厚生
労働大臣が定める数及び率以上であること」と
されている。これに基づいた告示である１９８８年
４月１日付労働省告示第２９号「障害者の雇用の
促進等に関する法律第４４条第１項第二号の厚生
労働大臣が定める数及び率」をさす。

１６） 雇用促進法第４４条第１項第四号に「当該子会
社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害
者（中略）の雇用の促進及びその雇用の安定が
確実に達成されると認められること」とある。
この点について，厚生労働省職業安定局障害者
雇用対策課（２００２，p.１９５）は「雇用される身体
障害者等に占める重度身体障害者及び知的障害
者の割合が３０％以上であること」という基準に
なっていることを示している。
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Abstract: The Special Subsidiary is considered to play an important role in promoting employment 

of persons with disabilities but its function is limited. In addition, the associated scheme gives 

high advantage only for large companies, so the value of a special subsidiary is questionable. In 

recent years the Special Subsidiary has tended to increase rapidly. At the same time, the number 

and percentage of disabled persons working at the Special Subsidiary are increasing, and this 

means the Special Subsidiary seems to be “sheltered.” In fact, the UN Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities promotes “inclusion” as a basic principle, and the highly “sheltered” 

Special Subsidiary may contradict this idea. Sheltered employment as proposed by the 

International Labour Organization, however, recognizes it among the “all forms of employment” 

that the UN convention covers. In this research, the author clarifies contemporary problems in 

improving the Special Subsidiary scheme with these paradoxical circumstances and in changing 

them into an authorized sheltered employment scheme. The Special Subsidiary is basically 

characterized by promoting inclusive employment by large companies, and it should be improved 

as sheltered employment with a function for vocational rehabilitation.

Keywords: Special Subsidiary, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 

inclusion, all forms of employment, sheltered employment
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